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誓約・同意書 

私は、「大阪府中小企業従業員人材育成支援補助金」を申請するに当たり、下記の内容について、

誓約・同意いたします。 

記 

※誓約・同意事項を確認し、チェックボックスにチェックを入れてください。 

１ 申請要件を全て満たしています。 □ 

２ 派遣労働者（いわゆる常用雇用型派遣を除く。）としての雇入れや、請負契約ではありません。 □ 

３ 申請に関する被雇用者の個人情報の取得及び提出については、本人の同意を得ています。 □ 

４ 支給申請日から過去１年間に、労働基準関係法令の違反歴はありません。 □ 

５ 
代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が、大阪府暴力団排除条例第 2条第 1 号に 
規定する暴力団、同条第 2号に規定する暴力団員、同条第 3号に規定する暴力団員等及び同条第 4号 
に規定する暴力団密接関係者には、該当せず、かつ将来にわたっても該当しません。 

□ 

６ 本補助金にて申請した研修費用について、国や地方公共団体等の補助等は受けていません。 □ 

７ 
宗教上の組織又は団体、政党その他の政治団体（法人でない場合は、その代表者又は管理人）ではあ
りません。 

□ 

８ 
法人の場合は罰金の刑、個人の場合は拘禁刑以上の刑に処せられていません。もしくは、刑に処せら
れていた場合は、その執行を終えています。又は、執行を受けることがなくなった日から１年以上経
過しています。 

□ 

９ 
公正取引委員会から私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第４９条に規定する排除措置命
令又は同法第６２条第１項に規定する納付命令を受けていません。もしくは、その必要な措置が完了
した日又はその納付が完了した日から１年以上経過しています。 

□ 

10 大阪府が、申請者の活動状況等に関する調査等を実施する場合は、これに応じます。 □ 

11 大阪府が申請に関する情報を税務情報として使用することに同意します。 □ 

12 
個人情報について、この補助金の審査・支給に関する事務に限り、大阪府が一部事務委託している事
業者に提供することに同意します。 

□ 

13 
申請書類に関する情報を、大阪府暴力団排除条例第２６条に基づき、大阪府が大阪府警察本部に提供
することに同意します。 

□ 

14 
申請内容に交付要件に該当しない事実や不正等が判明した場合は、本補助金全額の返還と違約金及び 
返還に要する費用の支払いに応じます。 

□ 

15 
大阪府から本補助金に関する調査、報告または是正のための措置の求めがあった場合、これに応じま 
す。また、申請内容に疑義があった場合に、大阪府が調査することに応じます。 

□ 

16 
本補助金の審査・交付に関する事務に限り、提出された申請書類について、所管官庁等への申請情報 
等と照合することに同意します。 

□ 

17 

申請書類に記載された情報について、大阪府の他の補助金等の事業における審査、交付等の事務のた
めに使用することがあるほか、国・市町村等他の行政機関から求めがあった場合にも、当該行政機関
の実施する同趣旨の補助金等における審査・交付等の事務のために提供することについて同意しま
す。 

□ 

18 申請内容に関する振込口座の記入間違い等の誤りについては、大阪府が補正することに同意します。 □ 

19 
申請内容の不備等が、大阪府が指定する期限までに解消されなかったときは、大阪府が当該申請は取 
り下げられたとみなすことについて同意します。 

□ 

20 
交付決定を行った後、申請等の不備による振込不能等があり、申請者の責に帰すべき事由により、 
大阪府が指定する期限までに当該不備が解消されなかったときは、申請者は本補助金の交付を受ける 
ことを辞退したものとみなし、当該交付決定を取り消すことに同意します。 

□ 

21 
研修実施機関等から、実施済みの訓練経費の全部又は一部につき、負担額の実質的な減額となる金銭
（返金、協力金、物品等を含む。）等を受けていません。また、受ける予定はありません。 

□ 

     

年  月  日 

大阪府知事 様 

所在地                                    

事業者名                                   

代表者役職・氏名                               

様式第２号 



      

                                     

                                    

                                

         


